
川島町子どもの遊び場整備事業費補助金交付要綱 

平成２７年８月１１日 

告示第８２号 

（目的） 

第１条 この告示は、川島町区長設置規則（平成１７年川島町規則第６号）第２条に規

定する行政区が単独又は２以上の行政区が共同で設置した児童遊園（以下「児童遊園」

という。）を、安全かつ安心で快適な場所として維持することを目的として、再整備

する費用に対して予算の範囲内で補助金を交付するために必要な事項を定めるものと

する。 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象は、町長が承認した児童遊園とし、対象となる事業（以下「補助対

象事業」という。）は、前条の目的を達成する事業とする。 

（補助の金額） 

第３条 前条の補助対象事業の対象経費は次に掲げる経費とし、補助金額は予算の範囲

内で対象経費の１０分の１０に相当する額とする。ただし、第２号に掲げる経費の補

助金額が１５８万円を超えるときは、１５８万円とする。 

(1) 児童遊園に設置した遊具の点検に係る費用 

(2) 児童遊園の再整備に係る費用 

（補助金の交付手続） 

第４条 補助金の交付手続は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５０年

川島町規則第１３号）の規定により行うものとする。 

（その他の事項） 

第５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は公布の日から施行する。 

 


